
『 蜜蜂の腐蛆病予防薬の使用について 』 
・現在、市販されている腐蛆病の予防薬は、「タイラン水溶散」のみです。 

 ・本年５月、本予防薬を使用し採取したハチミツから、食品残留基準値より高い濃度 

 の本薬成分が検出されました。 

・現在国は、本予防薬を使用した養蜂家の飼養状況や本予防薬の使用内容を調査し、 

食品残留基準を超えた原因の究明や適正な使用方法の検証を行っています。 

 ＜ 養蜂家皆様の対応について ＞ 

 ○採蜜を行う蜂群には、検証結果が出るまでの間、本予防薬の使用を自粛 

 して下さい。 

 ○本予防薬を購入した場合、これから使用を検討している方は、 

 必ず家畜保健衛生所まで連絡願います。 
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